
 

 

平成 15 年 12 月 12 日 
各  位 

会 社 名 三 井 住 友 建 設 株 式 会 社 
代表者名 代表取締役社長 友 保  宏 

（コード番号 １８２１ 東証･大証 第一部）  
問合せ先  経 理 部 長  産 形  昭 夫 

     (ＴＥＬ 03-3225-5111) 
 

平成 16 年３月期 中間決算短信（連結）の訂正について 
 
 平成 15 年 11 月 27 日付けで発表いたしました「平成 16 年３月期 中間決算短信（連結）」の記載内
容に一部訂正がありましたので下記のとおりご報告いたします。 
 なお、個別中間財務諸表につきましては、変更ありません。 
 

記 
 
１．訂正の内容 

持分法適用関連会社（三井住建道路株式会社（旧三井道路株式会社））の決算数値に訂正があった
ため、平成 15 年 11 月 27 日公表済み決算短信（連結）及び添付資料を訂正いたします。 

                訂正前      訂正後     （差  額） 
持分法による投資損失    90 百万円    169 百万円   （ 79 百万円） 

 
２．訂正個所 
前項訂正に伴い、以下の項目につき訂正をするものです。 

（1）決算短信（連結） 
訂 正 前 訂 正 後 １．15年9月中間期の連結業績 

(1)連結経営成績 
経常利益 
中間純利益 
１株当たり中間純利益 
持分法投資損益 
(2)連結財政状態 
総資産 
株主資本 
１株当たり株主資本 

 
△  1,585百万円 
△ 43,180百万円 
△   66円24銭 
△   90百万円 

 
753,004百万円 
△ 32,794百万円 
△   96円30銭 

 
△  1,665百万円 
△ 43,260百万円 
△   66円36銭 
△  169百万円 

 
752,924百万円 
△ 32,874百万円 
△   96円43銭 

 
（2）添付資料 
（４ 中間連結財務諸表等）                        （単位：百万円） 

項  目 訂 正 前 訂 正 後 

中間連結貸借対照表 当中間連結 
会計期間末 

対前中間期 
比較増減 

当中間連結 
会計期間末 

対前中間期 
比較増減 

（資産の部） 
Ⅱ 固定資産 
投資その他の資産 
  その他 
（資本の部） 
Ⅲ 利益剰余金 

（金額） （構成比） 
 
 
50,175      

 
△75,728（△10.1%） 

（金 額） 
 

 
△ 28,548  

 
△ 21,511  

（金額） （構成比） 
 
 
50,095      

 
△75,808（△10.1%） 

（金 額） 
 
 
△ 28,628  

 
△ 21,591  

当中間連結 
会計期間 

対前中間期 
比較増減 

当中間連結 
会計期間 

対前中間期 
比較増減 

中間連結損益計算書 
Ⅴ 営業外費用 
持分法による投資損失 
経常損失 
税金等調整前中間純損失 
中間純損失 

（金額） （百分比） 
90      

1,585（  0.6%） 
27,920（ 11.2%） 
43,180（ 17.3%） 

（金 額） 
△    310  
△  2,765  
27,920  
43,180  

（金額） （百分比） 
169      
1,665（  0.6%） 
28,000（ 11.2%） 
43,260（ 17.3%） 

（金 額） 
△    230  
△  2,685  
28,000  
43,260  

中間連結剰余金計算書 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
（利益剰余金の部） 
Ⅲ 利益剰余金減少高 
１ 中間純損失 
Ⅳ 利益剰余金中間期末残高 

 （金 額） 
52,446       
43,180       
△75,728       

 （金 額） 
52,526       
43,260       
△75,808       

中間連結ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書 当中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
Ⅰ 営業活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 
税金等調整前中間純損失 
持分法による投資損失 

 （金 額） 
△27,920       

90       

 （金 額） 
△28,000       

169        
（有価証券関係） 

項  目 訂 正 前 訂 正 後 

当中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 ２．時価評価されていない主な 
有価証券の内容及び中間連
結貸借対照表計上額 

(1)子会社及び関連会社株式 
 子会社及び関連会社株式 

 
 
 

3,882百万円     

 
 
 

3,802百万円      
以  上 


